
神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る公募型プロポーザル

質問回答書

令和5年4月21日

　　各　位

神奈川県企業庁

利水電気部発電課

番号 質問項目 質問内容 回答

1

募集要領
４ページ

提出書類ウの履歴事項全部証明書につ
いて、弊社では2023年4月1日付で代表
者の変更があり、そのため証明書の発
行が現在出来ない状態となっていま
す。4/26(水)頃～取得可能となる見込
みと伺っていますが、見込みのため
4/28(金)以降となる可能性もあり、こ
の場合、締切後の提出でも問題ないで
しょうか。

提出期限までの提出において、やむを
得ない事情がある場合は、一部提出書
類の後日提出を認めます。
この場合、メールによる相談の上、①
後日提出となる書類名、②遅れる理
由、③提出予定日を書面（任意様式）
にて参加申込書兼誓約書と共に提出期
限までに提出してください。
なお、遅れる理由の内容により後日提
出を認めないことがありますので留意
願います。
（本質問内容の理由については認めま
す）

2

募集要領
４ページ

提出書類オに「最近1年間の電力等需要
実績を証するもの」とありますが、経
済産業省が公開している発受電月報は
現在22年12月分が最新となります。
最近1年間の実績は「22年4月～23年3
月」ではなく「22年1月～22年12月」で
も問題ないでしょうか。

最近1年間の実績は会計年度に対応して
いる必要はありません。最近1年間の実
績を証することができる期間を設定し
てください。
経済産業省の発受電月報による場合は
「22年1月～22年12月」で差し支えあり
ません。

3

様式２ 年間売上高および従業員数は、連結あ
るいは単体どちらの数値を記載すれば
よろしいでしょうか。

連結・単体のどちらでも差し支えあり
ませんが、登記事項証明書記載の数値
に関連する場合は、その数値規模に関
連する方を記載してください。

4

様式１ほか 参加申込書の代表者は、会社の代表者
(社長)を記載しなければならないで
しょうか。社長⇒部長へ委任のうえ、
必要書類を部長名で提出することは可
能でしょうか。

提出書類の代表者は、電力受給契約書
を締結する際の契約者としてくださ
い。
この者が会社の代表者と異なる場合、
契約締結権限を有することを証明する
書類を参加申込書の提出時に合わせて
提出してください。

5

募集要領
４ページ

別途いただける城山発電所詳細データ
には揚水／発電時のロス率も表示され
ますでしょうか。

城山発電所データとして、総合効率を
提示します。
総合効率＝発電電力量／揚水電力量×
100(%)



番号 質問項目 質問内容 回答

6

本件受電電力を他社に卸売り（神奈川
県内消費を前提に）することは許容さ
れるでしょうか。

受電電力を他社に卸売りすることにつ
いて制限はしません。電力の売り方に
ついては提案書の記載事項に関連し、
評価の対象となります。

7
複数事業者による共同応札は不可と理
解してよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8

受給契約期間内の定修予定の開示はい
ただけますか。

受給仕様書の別紙４に「設備の更新及
び修繕に伴う発電停止見込み」を示し
ています。
また、受給仕様書の「６設備の定期点
検等に伴う発電停止」のとおり、停止
する場合は事前に通知します。

9

受給仕様書
５ページ

『８ 容量市場の取扱い
（１）容量市場収入の取扱い
企業庁と電力広域的運営推進機関が締
結した容量確保契約により企業庁が得
る収入については、この受給契約によ
る収入との精算は行わない。』とあり
ます。応札者は発電者様の容量収入分
を控除した単価をベースにしてよいと
理解しますが、齟齬はないでしょう
か。

お見込みのとおりです。

10

募集要領
３ページ

コンソーシアムで本プロポーザルに参
加する場合、電気の販売実績とは、コ
ンソーシアム参加企業の合計値で良い
しょうか。

募集要領に定める参加資格は単独企業
による参加を前提としているため、共
同応札は認めません。

11

募集要領
４ページ

代表幹事会社を据えてのコンソーシア
ム形態の場合、ア～カの提出書類はコ
ンソーシアム参加全社分の提出が必要
でしょうか。

募集要領に定める参加資格は単独企業
による参加を前提としているため、共
同応札は認めません。

12

コンソーシアム内のメンバー企業は申
込（4月28日）時に確定が必要でしょう
か。

募集要領に定める参加資格は単独企業
による参加を前提としているため、共
同応札は認めません。

13

参加申込後からプロポーザル参加辞退
期限（7月31日）の間で、コンソーシア
ム内でのメンバー企業の追加や辞退に
ついては可能でしょうか。

募集要領に定める参加資格は単独企業
による参加を前提としているため、共
同応札は認めません。


